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「後見登記等に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について

令和４年１月３１日

法務省民事局民事第一課

令和３年１０月８日（金）から同年１１月８日（月）まで，「後見登記等に関する省令

の一部を改正する省令案」に対する意見の募集を行いましたところ，御意見はございま

せんでした。

御協力ありがとうございました。


